
参加者それぞれが聞いてびっくり 改正介護保険

～改正介護保険法学習会 2012 年 6 月 16 日開催～

「地域は変わることができます！！」

もし自分で自分のことができなくなった時、どうしたらいいのだろう？

誰に「助けて!」を言えばいいのだろう？と考える時、どうしても外せないのが 介護保険制度のこと。

２０００年に介護の社会化を高らかに謳って始まった制度ですが、

今年２０１２年の４月に行われた改定で利用者にとってどんな制度に

なったのか、ぜひ知っておく必要がある！ということで服部万里子先生に

講師をお願いして学習会を開催しました。

参加者は７８名。介護をめぐる様々な立場の人が参加してくださいました。

介護保険だけでは自分で自分のことができなくなった時生活していけないのは明白。

地域に住む私たちにできることは何かないのだろうか？

「専門家がゴミ捨てをすれば質の高いゴミ捨てができるわけではありませんよね。

症状の悪化を防ぐのは専門家に任せるとして、地域でできることはあるはずです」

近所で見守りネットワークを創るとか。「健康保険と同様に、今は１割負担で利用できますが、

財政ひっ迫でいずれは２割・３割負担になっていくかもしれません。

本当は利用者に声を上げてほしいと思います。・・・といって東京都渋谷区の例を挙げてくださいま

した。

「タクシーで病院へ行く時ﾍﾙ ﾊ ﾟー さんに付き添ってもらう。院内介助も１割負担で OK」

「季節の地域の祭りへの参加にﾍﾙ ﾊ ﾟー さんに付き添ってもらう」etc・・・。地域で声をあげて、



聞き取った首長が議会提案して決まったとのこと。ある意味、びっくりでした。

具体的なサービスの声を集めて変えることができるのかという驚きです。

埼玉の平成 24 年～26 年の６５歳以上の平均負担額は４５０６円（４期平成 21 年-23 年は 372 円）

導入当初の 2644 円と比べると70.4％増。市町村間では最大 2168 円の開きがあります。

利用者としては、まず自分が住んでいる市町村の介護保険制度の運用について確認したいもので

す。それぞれ違うのだから。

それぞれ違う 自分の街の介護保険制度を知ろう
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